
 【別紙４】 

 新株予約権無償割当ての概要 

 

 1．本新株予約権の割当総数 

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下、「本新株予

約権無償割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下、「割当て

期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当

社株式の数を除きます。）と同数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議におい

て別途定める数とします。 

 

 2．割当対象株主 

割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有する当社普通株式（但し、

同時点において、当社の有する当社株式を除きます。）１株につき１個を上限として、当社取締役

会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。 

 

 3．本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

 

 4．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である

株式の数は、１株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数

とします。但し、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとしま

す。 

 

 5．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財

産の当社普通株式１株当たりの金額は１円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議にお

いて別途定める額とします。 

 

 6．本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 

 

 7．本新株予約権の行使条件 

新株予約権の行使条件は当社取締役会において別途定めるものとします（なお、当社取締役会が

所定の手続に従って定める一定の買付者等並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者

が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等

（以下、「例外事由該当者」といいます。）による権利行使は認められないとの行使条件等、大規

模買付け等に対する対抗措置としての効果を勘案した行使条件を付すこともあり得ます。）。 

 



 8．当社による本新株予約権の取得 

当社は、当社取締役会が別途定める日において、本新株予約権の全部又は例外事由該当者以外の

新株予約権者が保有する本新株予約権についてのみを取得することができる旨の取得条項等を付す

ことがあり得ます。 

 

 9．対抗措置発動の停止等の場合の無償取得 

当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社

取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるもの

とします。 

 

 10．本新株予約権の行使期間等 

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決

議において別途定めるものとします。 
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